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障
が
い
の
あ
る
方
へ　

タ
ク
シ
ー
利
用
料
金
の
一
部
を
助
成

て
い
る
介
護
予
防
事
業
を
ご
紹
介

さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。

　
お
手
元
に
封
筒
が
届
い
た
方
は

質
問
票
に
ご
記
入
の
上
、
同
封
の

返
信
用
封
筒
で
ご
返
送
く
だ
さ

い
。
ま
ず
は
自
分
の
健
康
状
態
を

把
握
し
、
健
康
の
維
持
増
進
・
健

康
長
寿
を
め
ざ
し
ま
し
ょ
う
！

■
対
象

　
平
成
25
年
３
月
31
日
現
在
で
65

歳
以
上
の
方
（
要
介
護
・
要
支
援

認
定
を
受
け
て
い
る
方
は
除
く
）

■
返
送
期
限

　
　
４
月
30
日（
火
）ま
で

※
同
封
の
返
信
用
封
筒
で
ご
返
送

く
だ
さ
い
。

■
お
問
い
合
わ
せ

　
　（
保
健
福
祉
セ
ン
タ
ー
内
）

　
　
保
健
課
介
護
支
援
担
当

　
　
☎
２
３
ー
４
３
１
３

　
市
で
は
、
誰
も
が
こ
こ
ろ
と
体

が
健
康
で
生
活
で
き
る
よ
う
、
介

護
予
防
を
推
進
し
て
い
ま
す
。
高

齢
期
は
住
み
慣
れ
た
地
域
で
い
つ

ま
で
も
、
い
き
い
き
と
日
常
生
活

が
続
け
ら
れ
る
こ
と
が
大
切
で

す
。

　
今
年
も
65
歳
以
上
の
方
を
対
象

に
「
生
活
機
能
評
価
質
問
票
（
基

本
チ
ェ
ッ
ク
リ
ス
ト
）」
を
３
月

中
旬
に
送
付
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま

し
た
。
25
項
目
の
質
問
に
回
答
し

て
い
た
だ
く
こ
と
で
、
足
腰
の
筋

力
な
ど
の
運
動
に
関
す
る
こ
と
、

栄
養
・
口
腔
に
関
す
る
こ
と
な
ど
、

今
の
ご
自
身
の
「
健
康
状
態
」
や

自
分
で
日
常
生
活
を
営
む
能
力
で

あ
る
「
生
活
機
能
」
な
ど
を
把
握

で
き
ま
す
。
そ
の
中
で
介
護
予
防

が
必
要
な
方
に
は
、
市
で
実
施
し

昼食の配食サービスが変わります！
　
市
で
は
、
在
宅
の
重
度
心
身
障

が
い
者
（
児
）
の
方
の
社
会
参
加

と
、
生
活
圏
の
拡
大
を
支
援
す
る

た
め
、
タ
ク
シ
ー
料
金
の
一
部
を

「
利
用
券
」
に
よ
り
助
成
し
て
い

ま
す
。

■
対
象
者
　
市
に
住
民
登
録
の
あ

　
る
在
宅
の
方
で
、
次
の
い
ず
れ

　
か
に
該
当
す
る
方

○
身
体
障
害
者
手
帳

　
１
・
２
級
所
持
者
　
　
　

○
療
育
手
帳
　
Ａ
所
持
者

※
施
設
へ
入
所
し
て
い
る
方
や
、

自
動
車
・
軽
自
動
車
税
を
減
免
さ

れ
て
い
る
方
は
、
交
付
の
対
象
に

な
り
ま
せ
ん
。

■
申
請
　
４
月
１
日（
月
）か
ら

■
申
請
に
必
要
な
も
の

　
　
身
体
障
害
者
手
帳

　
　
ま
た
は
療
育
手
帳
及
び
印
鑑

■
利
用
券
交
付
枚
数

　
　
24
枚
／
年
間（
１
ヶ
月
２
枚
）

※
腎
臓
機
能
障
害
１
級
の
手
帳
所

持
者
は
、
36
枚
／
年
間
（
１
ヶ
月

３
枚
）

※
年
度
の
途
中
で
申
請
し
た
場
合

は
、
月
割
に
な
り
ま
す
。

■
利
用
方
法

・
山
梨
県
タ
ク
シ
ー
協
会
加
盟

の
タ
ク
シ
ー
会
社
等
で
利
用

で
き
ま
す
。

・
１
回
の
乗
車
に
つ
き
、
利
用

券
１
枚
が
使
用
で
き
ま
す
。

　（
１
枚
で
６
３
０
円
の
割
引
）

・
ご
利
用
時
に
利
用
券
と
一
緒

に
手
帳
を
提
示
し
ま
す
と
、

心
身
障
が
い
者
タ
ク
シ
ー
運

賃
の
割
引
（
手
帳
提
示
時
１

割
引
）
も
併
せ
て
利
用
で
き

ま
す
。

■
お
問
い
合
わ
せ

　
　
福
祉
課
障
が
い
福
祉
担
当

　
　（
内
線
１
８
２
・
１
８
３
）

　市では、調理が困難なひとり暮らし高齢者や高

齢者のみの世帯の方々に、昼食の配食サービスを

行っておりますが、本年４月よりサービス内容が

変更となります。

■対象者
　調理が困難な在宅ひとり暮らし高齢者または高

齢者のみの世帯

※申請には、地区の民生委員の意見が必要です。

■サービスの変更内容
①利用日　３６５日に拡大します。
（土・日・祝日・お盆・年末年始も利用できます。）

②利用者の負担金
・３００円／１食に変更

介護保険施設利用者への食費助成（１００円）

制度を昨年廃止したことにより、２００円から

３００円に戻します。

・負担金は１ヶ月分を翌月初めに集金します。

③栄養表示
・毎食、安心して食べていただくために、野菜の

使用量の表示やカロリー、塩分量を表示します。

・毎月、１ヵ月分の写真によるメニュー表を利用

者にお届けします。

④お好みのご飯の量を選択
　１９０グラム（茶碗１杯分）と、２４０グラム

（茶碗大盛り１杯分）の２種類から選択できます。

■お問い合わせ・お申し込み　
　福祉課社会福祉担当　（内線１８１）

65
歳
以
上
の
方
へ

介
護
予
防
の
た
め
の
生
活
機
能
評
価
質
問
票

（
基
本
チ
ェ
ッ
ク
リ
ス
ト
）
を
ご
返
送
く
だ
さ
い

高齢者の方へ


